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株式会社シーエーシーとの資本・業務提携契約の改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年 12 月 20 日開催の取締役会において、株式会社シーエーシー（証券コ

ード 4725、以下「ＣＡＣ」という。）と当社との間で平成 21 年 12 月 16 日に締結した資本・

業務提携契約の内容を改定し、改定資本・業務提携契約書として新たに締結することを決

議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 改定理由（目的） 

資本・業務提携契約の締結から３年が経過し、これまでの提携の成果を踏まえ、契約内

容の見直しを行うことにより、提携の実効性・実現性を一層高めることを目的としており

ます。 

なお、改定資本・業務提携契約は、当初の契約においてと同様、共存共栄の精神及びそ

れぞれが培ってきた知見及び事業基盤を相互に活用し、両社事業の更なる発展を目指す考

えに基づいております。 

 

２． 改定内容 

（１） 資本提携内容の見直し 

当社は、東京証券取引所マザーズ市場から本則市場への変更申請を行う予定にして

おります。この手続きを進めるにあたり、当社株式の分布状況の改善、ならびに流

動性の向上を図ることを目的に、ＣＡＣは、保有する当社株式 21,548 株（保有割合

20.0％）のうち、10,775 株(予定)を当社に譲渡します。この見直しに伴い、当社は

ＣＡＣの持分法適用関連会社ではなくなる見込みです。 

なお、当社が保有するＣＡＣ株式は、150,000 株（保有割合 0.7％）であり、変更は

ありません。 

（２） 業務提携内容の見直し 

以下のとおり、両社で推進すべき事項をより具体的に設定する見直しを行いました。 

① 情報共有化による共同営業、一括受注体制の構築 

② 臨床研究及び製造販売後調査における共同受託体制の構築 

③ 業務の効率化・品質の向上に資するＩＴシステムの共同開発・運用 
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④ 教育研修に関する情報交換と双方の教育カリキュラムへの相互参加体制の整備 

⑤ その他両社が別途協議して定める事項 

（３） 有効期間 

契約締結日から 2年間を有効期間とし、以降自動更新としております。 

 

 

３． 日程 

①平成 24 年 12 月 20 日 ・取締役会決議 

 ・改定資本・業務提携契約書の締結 

②平成 24 年 12 月 21 日 ～ 

平成 25 年１月 31 日（予定）

・ＣＡＣが保有する当社株式の一部譲受 

 

４． 今後の見通し 

今回の資本・業務提携契約の改定に伴う当期（平成 25 年 7 月期）の業績に与える影響は、

現在精査中であり、今後、その内容が明らかになった段階で速やかに開示いたします。 

 

以上 


